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議第68号 

京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例の制定について

　京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。

　　　平成19年５月15日提出

京 都 市 長　　桝　　本　　賴　　兼　　

京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例

　京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を次の

ように改正する。

　別表第１大原野西竹の里町一丁目西地区の項の次に次の１項を加える。

大原野西竹の里町
テラスハウス地区

　京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）大原野西
竹の里町テラスハウス地区地区計画の区域のうち，地区整備
計画が定められた区域

　別表第２瓜生山学園地区の項中「第52条第６項」を「第52条第７項」に改

め，同表大原野西境谷町四丁目西地区の項の次に次の１項を加える。

大原野西竹の里町
テラスハウス地区

建築物の用途の制
限

建築することができる建築物
⑴　１戸建て専用住宅又は２戸建て専用住
宅
⑵　１戸建て又は２戸建ての住宅で，延べ
面積（２戸建ての住宅にあっては，床，
壁又は戸で１の住戸として区画された部
分のそれぞれの床面積。以下この項にお
いて同じ。）の２分の１以上を居住の用
に供し，かつ，令第130条の３第１号又
は第７号に規定する用途を兼ねるもの
（これらの用途に供する部分の床面積の
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合計が50平方メートルを超えるものを除
く。）
⑶　１戸建て又は２戸建ての住宅で，延べ
面積の２分の１以上を居住の用に供し，
かつ，令第130条の３第２号から第６号
までに規定する用途を兼ねるもの（これ
らの用途に供する部分の床面積の合計が
１戸当たり80平方メートルを超えるもの
を除く。）
⑷　共同住宅（住戸の数が３以上のものを
除く。）
⑸　診療所
⑹　老人ホーム，保育所，身体障害者福祉
ホームその他これらに類するもの
⑺　巡査派出所等
⑻　集会所
⑼　前各号の建築物に付属するもの（令第
130条の５に規定するものを除く。）

建築物の敷地面積
の最低限度

85平方メートル（２戸建ての住宅又は共同
住宅にあっては，１戸当たり85平方メート
ル）

建築物の高さの最
高限度

10メートル

　　　附　則

　この条例は，公布の日から施行する。

提案理由

　大原野西竹の里町テラスハウス地区に係る地区計画の決定に伴い，新たに

地区整備計画が定められた区域内における建築物に関する制限を定める等の

必要があるので提案する。


